
山梨県屋外広告物条例改正に関する説明会

山梨県 景観づくり推進室



屋外広告物とは？

○屋外広告物法

○山梨県屋外広告物条例（法に基づく）
など

規定
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代表的な屋外広告物の事例

建植広告物

屋上広告物
（建築物を利用）

突出広告物
（建築物を利用）

壁面広告物
（建築物を利用）

のぼり旗 立看板 塀を利用
した広告物
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①「良好な景観の形成・風致の維持」

②「公衆に対する危害の防止」

を目的とした規制

屋外広告物法及び条例の目的

屋外広告物は生活や事業などのため必要なもの。
⇒これを否定するものではありません。

※広告物の氾濫や危険防止などの
観点からある程度の秩序が必要
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景観と屋外広告物
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良い景観とは？

・見たい物が見えない。
・それぞれが、主張しすぎていて見にくい。 6
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地域の景観に調和した屋外広告物の表示・掲出
→良好な景観の形成



山梨県屋外広告物ガイドラインについて

◇デザインなどのポイントや
事例などを示したもの

◇広告物はお店の顔

◇山梨の景観
（自然、果樹、風土など）を

無駄にしない。

◇店舗イメージ、
ひいては地域イメージの向上

◇更新や改修時には、
積極的に活用してください。
（県ホームページからダウンロー

ド出来ます。） 8



山梨県屋外広告物ガイドラインの考え方

法と条例の範囲内で設置
（最低限のルール）

より良い景観づくり
（本ガイドライン）

店舗・地域イメージ向上
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屋外広告物の法体系

○屋外広告物法
地方自治体が条例を制定する場合の基準となる事

項を定めるもの。
⇒実際の屋外広告物規制は、地方公共団体が法に基
づき条例や規則等を定めて行っている。
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＜山梨県内の状況＞

山梨県屋外広告物条例（平成４年施行）

甲府市屋外広告物条例（平成３１年４月１日施行）
※甲府市内での看板設置や広告業は、市条例が適用となります。

他条例の規制は不可能



山梨県屋外広告物条例の規制
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◇地域の特性に応じて基準が異なります。
地域区分 概要

禁
止

地
域

第１種
自然公園の特別地域の一部
風致地区 など

第２種
低層住居専用地域
高速道路などからの一定範囲 など

許
可

地
域

第１種
中高層住居専用地域
自然公園の普通地域の一部 など

第２種
第1・3種許可地域に
該当しない地域 など

第３種 商業地域

厳
し
い

緩
い

※山梨市、甲州市周辺
※禁止地域でも、一定のルールの中で設置は可能

＜地域区分（規制区分）＞
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禁止地域（第６条）
表示し、又は設置してはならない。

許可（第７条）
表示し、又は設置しようとするとき、知事の許可が必要



地域区分（規制区分）は、
県HP「まっぷde山梨」で確認できます。
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禁止広告物（第４条）
表示し、又は設置してはならない。

形状、面積、色彩、意匠その他表示の方法が
著しく良好な景観又は風致を害するもの

公衆に対して危害を及ぼすおそれのあるもの

そもそも設置不可
「景観、風致を害するもの」

「危害を及ぼすおそれのあるもの」
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禁止物件（第５条）
表示し、又は設置してはならない。
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適用除外（第９条）
規定の適用が除外されます。

（１）禁止物件、禁止地域、許可地域の区別なく

表示又は設置できるもの

• 他法令の規定により設置するもの

• 自己の管理する土地などに表示するもの など
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（２）禁止地域、許可地域の区別なく表示又は設置

できるもの

• 自家用広告物（一定の面積以下）

• 道標及び案内図 など



看板の「安全」を脅かすもの
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自然環境による要因

看板は雨や風、強い日射しなどの厳しい自然にさら
されています。また、台風の強大化、ゲリラ豪雨、竜
巻、極端な高温などの異常気象も脅威です。
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人為的な要因

強度計算のミス等による設計不良や、設計図通りに
施工されないことによる施工不良が要因となった強度
不足があります。

経年劣化による要因

塗膜の劣化、金属疲労、経年プラスチックの脆化な
ど、老朽化した看板は、事故のリスクが増加します。



身近に潜む看板事故の危険
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事故事例（平成19年）

※国土交通省資料より
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事故事例（平成27年）

※国土交通省資料より
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 店舗責任者に対して管理上の過失に
ついて刑事責任を問われ、業務上過
失致死罪が成立するとして刑が言い
渡されました。



安全対策について
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【全国】
近年の落下事故の増加（H２８年：２０件、H２９年：４４件）

【国土交通省】
• H27年3月：安全性の周知啓発と自主点検を文書で依頼
• H28年4月：点検義務を追加（条例ガイドライン）
• H29年7月：点検の具体策策定（安全点検に関する指針）

【山梨県】
落下事故が発生しており、今後も増加の恐れがある。
（H２９年：２件、H３０年１０月１日時点：６件）

すべての地域の広告物に点検義務化し、設置者等が危
険の兆候の把握を行い、安全のための管理を徹底する。



これまでの
山梨県屋外広告物条例・規則
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１ 管理義務
管理義務（第１３条）禁止地域及び許可地域に広告
物等を表示し、若しくは設置し、又はこれを管理す
る者は、これらに関し、補修その他必要な管理を行
い、良好な状態を保持しなければならない。
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３ 許可の有効期間
許可（第７条）更新規定が無く、有効期間が満了し
た後も継続して表示し、又は設置しようとする者は、
再び許可を受けなければならない。

２ 自己点検
「安全点検実施要領」（第３条）要許可広告物等を
表示し、設置し、又は管理する者は、自主的に点検
を行うものとする。



山梨県屋外広告物条例・規則
改正の概要
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管理義務（第１３条）禁止地域及び許可地域に広告物等を表
示し、若しくは設置し、又はこれを管理する者は、これらに
関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態を保持しな
ければならない。
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管理義務（第１３条） 広告
物等を表示し、若しくは設置し、又はこれを管理す
る者は、これらに関し、補修その他必要な管理を行
い、良好な状態を保持しなければならない。

１ 管理義務の対象について

安全のための管理は
すべての地域の広告物に必要である。

地域が限定されていた…。

※白地（南部町の一部）も対象となります。
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「安全点検実施要領」（第３条）要許可広告物等を表示し、
設置し、又は管理する者は、自主的に点検を行うものとする。

２ 点検義務の対象について

要許可広告物だけの、要領による自主点検だった…。

点検義務等（第13条の2 第１項）
広告物等を設置し、又は管理する者は、当該広告

物等について、規則で定めるところにより、当該広
告物等の損傷、変形、腐食等の異常の有無の確認そ
の他の安全性の点検を行わなければならない。ただ
し、規則で定める広告物等※については、この限りで
ない。
※貼紙、貼札、のぼり旗、立看板、車両・船舶等に表示するもの
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「安全点検実施要領」（第３条）点検方法について定めなし。
有効期間満了後に継続して表示するための許可を受けるとき。

３ 点検の方法・時期について

点検（規則第15条の3 第１項）
堅ろうな広告物等にあっては三年以内、その他の広告物等

にあっては二年以内ごとに、目視、打診等により行うものと
する。ただし、許可を受けた広告物等にあっては、許可の有
効期間内に行うものとする。

【点検時期】
許可が必要な広告物 ： 許可の有効期間内

この期間内であればいつ点検を行っても構いません。
他の点検（特殊建築物定期調査報告など）と併せて行う
ことが容易です。

期間内毎に1回
以上実施して
ください。

小規模な自家用広告物等の

許可が不要な広告物 ： 堅ろうな物は３年以内
その他の物は２年以内



（※1）
「点検資格が
必要な広告物」
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「安全点検実施要領」（第３条）点検者の資格要件なし。

４ 点検資格が必要な広告物について

点検義務等（第13条の2 第2項）
広告物等を設置し、又は管理する者は、点検（規

則で定める広告物等※1に係るものに限る。）を行う
ときは、屋外広告士その他の規則で定める資格※2を
有する者に行わせなければならない。

地
上
か
ら
４
ｍ
超
え
る

○
○
店

（※2）「点検資格」

・屋外広告士
・建築士
・山梨県屋外広告物講習会修了者
・他の地方公共団体が行う屋外広告物講習会

修了者
・職業訓練修了者

（広告美術科にかかるもの） など
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５ 点検の項目について
「安全点検実施要領」

（第4条）

(1)表示面の汚染、変色、
はく離

(2)表示面の破損、変形、
ビス等の欠落

(3)蛍光灯、照明灯、ネオ
ン管等の不発光、損傷、接
続不良

(4)取付け(支持)部分の変形、
腐食、老朽化

(5)部材の変形、腐食、老
朽化

(6)ボルト、ビス等のさび、
ゆるみ、欠落等

(7)その他点検を要すると
考えられる箇所

点検（規則第15条の3 第2項）

基礎部分
及び上部

構造

(1)上部構造体の傾斜等

(2)基礎のひび割れ、支柱と根巻きとの隙間及び支柱の傾斜等

(3)鉄骨等の腐食及び塗装の老朽化

支持部 接合部の腐食、変形及び隙間

接合部（ボルト、ナット等に限る。）の緩み及び欠落

取付部 アンカーボルト及び取付部プレートの腐食及び変形

溶接部及び充填材の劣化等

柱、壁、スラブその他の取付部周辺の異常

広告板 表示面板等の汚染、変色及び剝離

表示面板等の腐食、破損及び変形並びにボルト、ナット等の欠落

側板等の腐食、破損、ねじれ及び変形並びに欠損

広告板底部の腐食及び水抜き孔の詰まり

照明装置 照明装置の不点灯及び不発光並びに接続不良

照明装置の取付部の腐食、破損及び変形並びに浸水

周辺機器の劣化及び破損

付属部材
等

附属部材等 附属部材等の腐食及び破損

その他点検した事項
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「安全点検実施要領」（第３条）点検様式による。

６ 点検結果の作成について

点検（規則第15条の3 第4項）
点検を行った者は、次に掲げる事項を記載した書

類を作成しなければならない。
一 点検を行った者の氏名等
二 条例第十三条の二第二項の規定により第八項各号に

掲げる者に点検を行わせる場合にあっては、点検を
行った者の資格

三 点検を行った日
四 広告物等の種類、設置場所及び設置日
五 点検箇所、点検項目及び異常の有無
六 異常が確認された場合にあっては、異常の内容及び

行った補修等の概要
七 その他知事が必要と認める事項
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「安全点検実施要領」（第３条）点検結果の保存規定なし。

７ 点検結果の保存について

点検（規則第15条の3 第5項）
広告物等を設置し、又は管理する者は、点検結果

の書類及び当該広告物等の点検後の写真を、新たに
点検を行い、又は当該広告物等を除却するまでの間、
保存しなければならない。
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「安全点検実施要領」（第３条）報告は、有効期間満了後に
継続して表示するための許可を受けるとき。

８ 点検結果の報告について

点検義務等（第13条の2 第3項）
許可の有効期間の更新の申請をしようとする者は、

規則で定めるところにより、点検の結果を知事に報
告しなければならない。

点検（規則第15条の3 第9項）
点検の結果の報告は、「広告物等安全点検報告書

（第五号様式の三）」により行わなければならない。

点検（規則第15条の3 第10項）
資格証の写しを報告書に添付しなければならない。

（地上から４ｍを超える広告物の点検）



山梨県屋外広告物安全点検指針
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１ 趣旨

「山梨県屋外広告物条例」
第１３条の２（点検義務等）の規定に基づき

安全性の点検に関して

・必要な基本的事項を定める
・公衆に対する危害の防止を図る

指針P１
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２ 適用の範囲

すべての地域の広告物等を対象とする。
※ただし、規則第１５条の３第６項に規定する広告
物等は除く。

○規則第１５条の３第６項に規定する広告物等
・貼紙
・貼札
・広告の用に供する旗（のぼり旗など）
・立看板（Ａ型看板など）
・車両、船舶等に表示し、又は設置するもの
・その他上記に定める広告物等に類するもの

指針P１
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３ 点検の時期及び方法

点検の時期

許可が必要な広告物 ： 許可の有効期間内

小規模な自家用広告物等の

許可が不要な広告物 ： 堅ろうな物は３年以内
その他の物は２年以内

⇒上記期間内毎に１回以上実施する。

点検の方法

目視、打診等を基本とする。

指針P２
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４ 点検者の資格

点検者の資格

上端の高さが地上から４ｍを超える広告物の
点検は次の資格が必要です。

・屋外広告士
・建築士
・山梨県屋外広告物講習会修了者
・他の地方公共団体が行う

屋外広告物講習会修了者
・職業訓練修了者
（広告美術科にかかるもの） など

地
上
か
ら
４
ｍ
超
え
る

○
○
店

指針P２
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５ 点検箇所・点検項目

基礎部分・上部構造

基礎部分

（例）

上部構造

上部構造全体がぐら
ついていないか？

基礎にひび割れや、
支柱と根巻きとの
隙間がないか？

さびが発生したり、
腐食が進行してい
ないか？

指針P３,14
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５ 点検箇所・点検項目

支持部

（例）

支持部
（ブラケット）

支持部
（ブラケットカバー）

接合部（溶接部）が
腐食していないか？

接合プレート
部が腐食して
いないか？

接合部のボルトの緩
みや欠落がないか？

指針P４,13
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５ 点検箇所・点検項目

取付部

（例）
アンカーボル
トやプレート
が腐食してい
ないか？

溶接部や
コーキング
が腐食して
いないか？

柱や壁、スラブにひび割れ
や隙間がないか？

取付部
（壁面）

取付部
（アンカーボルト）

指針P５,15
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５ 点検箇所・点検項目

広告板

（例） 広告板
（内部鉄骨）

広告板
（側板）

表示面板がはく離、
変形していないか？

表示面板押さえが腐
食していないか？

広告板底部が腐食
していないか？

広告板
（表示面板押さえ）

広告板
（表示面板）

広告板
（広告板底部）

広告板
（水抜き孔）

水抜き孔が詰まって
いないか？

指針P5,6,13
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５ 点検箇所・点検項目

照明装置

（例）
照明装置の不点
灯がないか？

変圧器（トランス）や配線
が劣化していないか？

照明装置
（電材）

照明装置の
取付部が破
損していな
いか？

指針P6,7,15
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５ 点検箇所・点検項目

附属部材等

附属部材

（例） 振れ止め棒が変形
していないか？

附属部材が破損
していないか？

指針P7,14
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６ 点検時の留意点

症状 疑われる現象

ブラケットカバーや広
告板底部の腐食、壁面
のさび等の汚ダレ

内部や取付金具等外側から見
えない場所で腐食の進行

指針P16
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６ 点検時の留意点

症状 疑われる現象

水抜き孔の詰まり さびのはく離が生じる著しい
腐食や、広告板内部に水が滞
水し、広告板底部の腐食の進
行

指針P16
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６ 点検時の留意点

症状 疑われる現象

アクリル板等の表示面
板の変形（たわみ）

表示面板の伸縮及び劣化

指針P16
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６ 点検時の留意点

症状 疑われる現象

照明の不点灯 配線不良や漏電等に起因した、
電気設備の不具合

指針P16

異常が確認されたときは、当該広告物の設置経過年数

なども考慮し、場合によっては見えない部分の詳細点検

を行うことを考えてください。
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７ 詳細な点検について

目視、打診等により危険な兆候が
確認された場合、必要によって詳細
な点検を実施することが望ましい。

【参考】

「屋外広告物点検基準（案）」
・日本屋外広告業団体連合会
・日本サイン協会
・サインの森

指針P17
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山梨県ホームページ

で検索山梨県 屋外広告物



最後に
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• 点検は、広告物を安全に保つための“手段”
であり目的ではありません。

• 万が一、広告物が落下し、人に怪我を負わせ
ると会社やお店の信用も落としてしまいます。

• 点検だけでなく、日常的な管理を心がけてく
ださい。

看板オーナー様へお願い



最後に
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• 看板のルールをオーナー様へ周知することは、
看板業者様の社会的責任でもあります。

• 同時に、維持管理の重要性を理解してもらい、
定期的な安全点検を提案してください。

• 看板設置後も、フォローをお願いいたします。

看板業者様へお願い


